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※ 離婚後２年以内に手続きを行っていた
だく必要がありますので、お早めに下
館年金事務所へご相談ください。

◆問い合わせ＝下館年金事務所　☎0296-25-0829

報酬額の記録 報酬額の記録

報酬額の記録報酬額の記録なし

離婚前

配偶者

会社員

➡報酬額に応じた年金額を支給

➡厚生年金は支給されず ➡分割された年金額を支給

➡分割された年金額を支給

離婚後

分割

日本年金機構HP

▲

年金豆知識 離婚時の年金分割制度のお知らせ

▲

手続きに必要な物
≪社会保険などを脱退して国民健康保険に加入され
る方≫
・ 社会保険などを脱退したことが確認できる喪失証
明書など
・ 顔写真付きの本人確認ができるもの（運転免許
証、マイナンバーカードなど）
・マイナンバーが確認できるもの
※ 手続きは、社会保険などの喪失日以降に可能とな
ります。
≪社会保険などに加入したため国民健康保険を脱退
される方≫
・社会保険などの保険証
・ 顔写真付きの本人確認ができるもの（運転免許

証、マイナンバーカードなど）
・マイナンバーが確認できるもの
・国民健康保険の保険証

▲

窓口で手続きができる方
　本人または本人と同一世帯の方　※本人と別世帯
の方が手続きを行う場合、委任状が必要です。

◆問い合わせ
≪国民健康保険の保険証に関すること≫
　㊌健康保険課（内線1220）
　 暮らしの窓口課（内線8027）

≪納税・納付方法に関すること≫
　㊌税務課（内線1510）

　社会保険などを脱退して国民健康保険に加入する方、社会保険などに加入したため
国民健康保険を脱退する方は、手続きが必要となります。

保険証の切り替えには届出が必要です

　離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
離婚時の年金分割のイメージ
・ 会社員などが加入する厚生年金は、給与などの報酬の金額に応じて厚生年金保険料を納付し、報酬額の記録
に応じて厚生年金が支払われます。
・ 離婚時の年金分割が行われると、婚姻期間中について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額の記録が
分割されることになり、年金額をお二人で分割できます。

◁


